
・大会参加を認める条件

※必要な資格等含む

・大会参加した場合に守るべき条件

・大会参加を認めない場合

（追記事項）

① （公財）日本中学校体育連盟及び埼玉県中学校体育連盟「参加資格の特例」を遵守していること。

・埼玉県中学校体育連盟に登録し、参加を認められていること。

・団体戦については、地域移行モデル地区や自治体主導で地域移行を進めるために発足した地域クラブ活動、又は地域移行の受け皿 と

なっているクラブ活動とする。

・個人戦については、所属するスポーツ団体からの参加とする。

・参加の許可については、県中体連及び剣道専門部が確認（団体戦については、自治体、教育委員会等から地域移行と認定された団体で

あること）を行い判断する。

②日本中体連申し合わせ事項・県中体連申し合わせ事項等を遵守すること。

・ 監督は、地域クラブ活動の指導者とする。

・年度当初に所属中学校もしくは地域クラブ活動のどちらから参加するかを申告する。期間は１年とし、毎年更新する。年度途中で変更

することは認めない。

・ 団体戦・個人戦ともに同一団体からの出場とする。（例えば、団体戦は学校から、個人戦は地域クラブ活動からという参加は認めな

い。）

・地域クラブ活動からの出場は、団体戦については１団体１チームのみとし、同一団体から複数チームの参加はできない。個人戦の１団

体の出場枠は各大会の規定による。

・審判員または大会役員として大会運営に協力すると共に諸会議等へ必ず出席する。

③ 上記参加資格特例条件に対して虚偽、違反、逸脱行為が判明した場合は、参加を認めない。

④ 上記細則は、令和6年度の規程とし、以降修正を加えることができる。

・どこからの大会参加になるか

（県大会・支部大会）

（県大会から参加）地域クラブ活動チームは、地域クラブ活動チームで予選会を行い、県大会代表者会議前日までに代表チーム及び個人

戦出場者を選出する。県大会枠は団体戦1枠、個人戦４枠とする。但し、登録申請期間に申請がない場合には、各枠を予選母体に割り振

る。割り振り方については、剣道専門部の規定による。

埼玉県中学校体育連盟　（　剣　道　　）専門部　競技細則

１－１、個人競技【団体戦・個人戦】


